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【手続補正書】
【提出日】平成27年8月25日(2015.8.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　直列に接続された第１の超電導コイルと第２の超電導コイルとを備え、
　前記第１の超電導コイルと前記第２の超電導コイルとは、同一の形状をなしており、
　前記第１の超電導コイルの第１の軸線と前記第２の超電導コイルの第２の軸線とは、同
一の位置および同一の方向に配置されると共に、前記方向における前記第１の超電導コイ
ルの位置と前記第２の超電導コイルの位置とは同一であり、
　前記第１の超電導コイルの巻線の長さと前記第２の超電導コイルの巻線の長さとは同一
であり、
　前記第１の超電導コイルと前記第２の超電導コイルとの間には、中間タップが設けられ
ている、超電導コイルのクエンチ検出装置。
【請求項２】
　前記第１の超電導コイルの巻線と前記第２の超電導コイルの巻線とは、隣り合っている
、請求項１記載の超電導コイルのクエンチ検出装置。
【請求項３】
　前記第１の超電導コイルの巻線と前記第２の超電導コイルの巻線とは、共巻きされてい
る、請求項２記載の超電導コイルのクエンチ検出装置。
【請求項４】
　前記第１の超電導コイルの巻線と前記第２の超電導コイルの巻線とは、扁平状をなして
おり、互いに重ね合わされている、請求項３記載の超電導コイルのクエンチ検出装置。
【請求項５】
　前記第１の超電導コイルの巻線と前記第２の超電導コイルの巻線とは、径方向における
位置が途中で入れ替わっている、請求項４記載の超電導コイルのクエンチ検出装置。
【請求項６】
　前記第１の超電導コイルの巻線と前記第２の超電導コイルの巻線とは、断面円形状をな
しており、互いに撚り合わされている、請求項３記載の超電導コイルのクエンチ検出装置
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【請求項７】
　前記第１の超電導コイルの巻線と前記第２の超電導コイルの巻線とは、複数のパンケー
キコイルが前記方向に交互に積層されてなる、請求項２記載の超電導コイルのクエンチ検
出装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　本発明の超電導コイルのクエンチ検出装置は、直列に接続された第１の超電導コイルと
第２の超電導コイルとを備え、第１の超電導コイルと第２の超電導コイルとは、同一の形
状をなしており、第１の超電導コイルの第１の軸線と第２の超電導コイルの第２の軸線と
は、同一の位置および同一の方向に配置されると共に、その方向における第１の超電導コ
イルの位置と第２の超電導コイルの位置とは同一であり、第１の超電導コイルの巻線の長
さと第２の超電導コイルの巻線の長さとは同一であり、第１の超電導コイルと第２の超電
導コイルとの間には、中間タップが設けられている。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　この超電導コイルのクエンチ検出装置では、第１の超電導コイルと第２の超電導コイル
とは、同一の形状をなしている。さらに、第１の超電導コイルの第１の軸線と第２の超電
導コイルの第２の軸線とは、同一の位置および同一の方向に配置されると共に、その方向
における第１の超電導コイルの位置と第２の超電導コイルの位置とは同一である。このよ
うに、第１の超電導コイルと第２の超電導コイルとは、幾何学形状が同一であり、それぞ
れの軸線および位置が一致している。さらに、第１の超電導コイルの巻線の長さと第２の
超電導コイルの巻線の長さとは同一である。よって、第１および第２の超電導コイルの近
傍に磁性体が存在している場合であっても、磁性体によって第１および第２の超電導コイ
ルに及ぼされる影響は、ほぼ等しくなる。よって、第１の超電導コイルの端子間の電圧と
、第２の超電導コイルの端子間の電圧との偏差において、磁性体による外乱の影響がほぼ
相殺される。そのため、クエンチを検出できる電圧の偏差の下限値が小さくなり、クエン
チを高感度で検出することができる。また、第１の超電導コイルと第２の超電導コイルと
の間に中間タップが設けられているため、第１の超電導コイルの端子間の電圧と、第２の
超電導コイルの端子間の電圧との偏差を簡易な構成で測定することができる。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】削除
【補正の内容】
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